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研究成果の概要（和文）：犯罪多発国であるアメリカは、1990年代以降、ニューディールを基盤とする福祉国家から、
犯罪への対応を主要任務とする、クライム・ディールを特徴とする「刑罰国家」へと変容したと指摘されている。連邦
レベルと地方レベルで犯罪問題に対する認識は大きく異なっている。本プロジェクトは、銃規制、麻薬問題、不法移民
対策などに着目しながら、そのような事態が発生する理由を理論的に解明している。

研究成果の概要（英文）：It is often argued that the United States of America changed its nature from 
welfare state to punitive state. This project explained the logic behind this transformation 
theoretically. I explained the nature of the politics of gun policy, drug policy, and illegal immigration 
policy by contrasting the federal and local governments' attitudes toward these policies.
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１．研究開始当初の背景 
アメリカは、主要先進国の中でも犯罪多発

国家として知られている。2007 年末の段階
で、執行猶予や仮釈放中の者を含めると、ア
メリカ成人の 31 人に 1 人にあたる 730 万人
が受刑状態にある。全世界人口にアメリカが
占める割合は約 5％だが、受刑者については
その 25％を占めている。その結果、かつては
福祉国家に向けられていた政治的、財政的資
源が、刑事司法の分野に向けられるようにな
っている。今日、一部の論者によって、アメ
リカは、ニューディールを基盤とする福祉国
家から、犯罪への対応を主要任務とする、ク
ライム・ディールを特徴とする「刑罰国家」
へと変容したと指摘されている。 
アメリカの犯罪問題が顕在化しているの

が、都市中心部のスラムである。アメリカで
は階級に応じて居住地に相違があり、比較的
富裕な層が郊外に住居を構える一方で、貧困
者が都市中心部に住んでいる。スラムに居住
する貧困者には黒人や中南米系などのマイ
ノリティが多く、彼らが街頭犯罪の被害にあ
うことが多い。アメリカの犯罪問題は、都市
問題、とりわけ、マイノリティを取り巻く状
況と密接に関連している。 
興味深いのは、犯罪への対策については、

都市と農村部で異なった議論が展開されて
いることである。近年のアメリカが刑罰国家
化した背景には、主として連邦政府や州政府
を中心に主導された保守的な刑事政策の展
開がある。その一方で、アメリカの犯罪政策
の主戦場である地方政府は厳罰主義的な犯
罪政策を必ずしも支持していない現状があ
る。 
 
２．研究の目的 
上述のように、近年のアメリカでは福祉国

家に向けられていた政治的、財政的資源が刑
事司法の分野に向けられるようになってい
る。このような変化が見られるようになった
背景には、主として連邦政府や州政府を中心
に主導された保守的な刑事政策の展開があ
る。その一方で、地方政府は厳罰主義的な犯
罪政策を支持しておらず、犯罪者の社会復帰
などを重視するリベラルな社会政策を提唱
している。このように、犯罪問題の主戦場で
ある地方政府で推進されるリベラルな犯罪
政策が、犯罪問題に直接関与することが多く
ない州や連邦の政治アクターによって否定
され、アメリカ全体で厳罰化が進行している
理由を解明することが必要である。 
先行研究は、連邦政府の動向に力点を置い

て、アメリカの犯罪政策が強化されてきたこ
とを明らかにしてきた。しかし、連邦制を採
用するアメリカでは、犯罪政策の実態を明ら
かにする上で連邦政府の役割にのみ着目し
ていても不十分であり、具体的な犯罪政策の
執行を行う州や地方政府との関連を念頭に
置いて研究することが不可欠である。このよ
うな認識から、本プロジェクトは、アメリカ

の犯罪政策を、連邦制との関連を念頭に置き
つつ、理論的に解明することを目的としてい
る。 
また、このプロジェクトは、連邦制国家に

おける政治に関する、新たな分析枠組みを提
起することも、補助的な研究目的としている。
連邦制に関する先行研究は、連邦政府と地方
政府の財源をめぐる問題を専ら研究対象と
している。これに対し、本プロジェクトは、
同一争点をめぐって連邦政府と地方政府が
異なる意味付けをし、性格の異なる政治を展
開していることに注目している。財源をめぐ
る問題ではなく、連邦政府と地方政府で犯罪
政策をめぐる政治がどのように展開され、そ
れがどのような相互作用を経て最終的な政
策決定につながるのかを、理論的に解明する
ことも本プロジェクトの目的である。 
 
３．研究の方法 
上述の目的を達成するため、本プロジェク

トでは、理論的な検討と、具体的な事例に関
する実証研究を並行して実施することにし
た。 
理論的な検討に関しては、連邦制に関する

先行研究を検討するとともに、本稿独自の理
論的な枠組みを設定することにする。具体的
には、財源のみならず、同一争点が連邦政府
と地方政府でどのように特徴づけられてい
るかというフレイミングに関する問題、また、
連邦政府と地方政府でどのような政治アク
ターが行動するかという利益団体に関する
問題を、連邦制の問題と関連付けながら理論
化する。 
実証研究については、アメリカの治安を考

える上で大きな問題となっている銃と麻薬
の問題に加えて、2012 年の大統領選挙等で大
きな争点となった不法移民の問題に焦点を
当てて、研究を実施する。 
 
４．研究成果 
（1）理論的検討について 
①犯罪政策の性格とフレイミング 
犯罪問題については、研究者の間でも犯罪

発生原因に関する見解が一致していないこ
ともあり、政治的主体によるフレイミングの
巧みさが、政策を方向付けてきた。犯罪をめ
ぐる政治は、街頭犯罪に直面せねばならない
地方政府や地域コミュニティと、実際にはあ
まり犯罪に直面しない連邦政府や州政府と
では、異なった形で展開されてきた。 
治安は公共財としての性格を持つため、選

挙の時に人々を動員する争点としてはあま
り役に立たない。しかし、治安維持に失敗す
ると有権者から大きな反発を招くため、犯罪
政策は相手を非難するために使う争点とし
ては都合がよい。この傾向は、連邦のレヴェ
ルでとりわけ顕著である。犯罪率の低い地域
が多い連邦の政治においては、犯罪は有権者
が日常的に接する問題ではなく、報道などを
通して知る抽象的脅威にすぎないからであ



る。そのため、連邦政府では、厳罰化が強く
推進されてきた。 
その一方、犯罪被害に遭う可能性が高い都

市の貧困者や人種的マイノリティにとって
は、犯罪問題は、貧困や雇用、住宅、教育な
どの生活の質に関わる広範な問題と関連付
けて提起される必要がある。犯罪問題の根底
にある複雑な問題にも対応する上では、連邦
や州政府の政治家のように問題の原因を単
純に捉えてわかりやすい対策をとることは
可能でないし、妥当でもない。厳罰化よりも、
犯罪予防や、犯罪被害者に対するケア、犯罪
加害者の社会復帰策を充実させる方が、地域
コミュニティにとっては重要になる場合も
多い。 
このように、連邦政府と地方政府では、犯

罪問題に対する認識が異なっているのであ
る。 
 
②政治アクターの性格 
連邦政府と地方政府では、活動する政治主

体も異なってくる。 
連邦議会では、単一争点を扱っていて組織

力と資金力のある利益集団や刑事司法機関
が積極的に活動していると共に、公聴会等で
も意見を表明する機会を多く与えられてい
る。これらの集団は市民の利益関心を適切に
代表しているとは限らず、市民の中の極端な
主張を体現しているのに過ぎない場合もあ
る。 
一方、市民の広範な利益関心を代表する市

民団体は、地方政府や地域コミュニティにお
いては大きな影響力を持っているものの、連
邦の政治で発言力を持つことは少ない。この
ような団体は地域を基盤として組織される
ことが多く、その財政的基盤も概して脆弱で
ある。地方の政治主体はこのような団体の利
益関心に積極的に対応するものの、連邦の政
治家は実際の犯罪からは地理的にも心理的
にも距離があるため、これらの団体の訴えに
積極的に耳を傾けるインセンティヴは弱い。 
このように、犯罪政策の主戦場で現実の問

題に直面している利益団体は、地方政府には
影響力を行使できるものの、大きな財源を持
つ連邦政府には直接的な影響を行使するの
が困難である。その結果、アメリカの犯罪政
策の大枠を決定する連邦政府では、地方レベ
ルで求められているのとは性格の異なる政
策が推進されてしまうのである。 
 
（2）実証研究 
①銃規制について 
銃に関しては、都市部では規制強化が求め

られる一方で、農村部では規制反対派が強い
傾向がある。 
銃を利用した街頭犯罪は都市で多発して

いるため、都市住民の間で銃規制強化を求め
る声は強い。犯罪多発地帯として知られてい
たニューヨーク市で市長を務めたルドル
フ・ジュリアーニやマイケル・ブルームバー

グは銃規制論者として名をはせた（ただし、
ジュリアーニは 2008 年の大統領選挙で共和
党の有力候補となった際に銃規制反対派に
転向した）。 
一方、銃規制反対派の多くは農村地帯に居

住している。アメリカの農村地帯は人口密度
が低く、隣の家に到着するまで車で何分もか
かる所もある。そのような地域では緊急時に
警察を頼りにすることができないため、自衛
のために銃が必要という議論が支持される。
農村地帯では狩猟も一般的で、保有されてい
る銃の数も多く、銃規制反対派である全米ラ
イフル協会（NRA）の会員も多い。 
この問題は、アメリカ政治の力学により、

興味深い状況をもたらしている。農村地帯で
は犯罪が少ないので、統計的に見ると、銃の
数が多い地帯ほど犯罪率が低いという関係
が見いだされる。この統計結果を根拠として、
銃規制反対派は、犯罪を低下させるためには
銃の数を増やせばよいと主張する。NRAは、
その方針を支持する政治家を政党にかかわ
らず応援し、銃規制派候補の当選阻止に大き
な力を発揮するため、連邦政界の有力議員は
銃規制に消極的になる。その結果、銃犯罪の
主戦場である都市住民の意向に反して、銃規
制は進展しないことになる。 
 
②麻薬犯罪について 
麻薬についても、犯罪率の高い都市と犯罪

率の低い地域では位相の異なる議論が展開
されており、それが都市政府と連邦政府が対
立する状況を作り出している。ただし、こち
らは構図が逆転している。 
そもそも、麻薬は売春などと同様に「被害

者なき犯罪」と位置付けられており、それを
非合法化するのが妥当かについて論争があ
る。都市部では麻薬問題は貧困や雇用、住宅
などの生活の質にかかわる広範な社会問題
と関連付けて提起されることが多く、厳罰志
向は弱い。近年、ワシントン州やコロラド州
で大麻が嗜好品として合法化されるように
なっているのは、その表れである。 
一方、農村地帯などの犯罪率の低い地域に

おいては、犯罪は有権者が日常的に接する問
題ではないため、メディアを通して紹介され
る衝撃的で特異な犯罪を受けて、厳罰化が提
唱される。自営や狩猟の目的にも使われる銃
とは異なり、麻薬は医療用に処方された場合
を除いては犯罪にのみ用いられるため、麻薬
犯罪は厳罰化に際して主要なターゲットと
なる。日本と同様に、農村地帯の利益関心が
代表されやすい連邦政界では、犯罪に強硬な
態度をとることが政治家への支持をもたら
す。その結果、ニクソン政権期以降対麻薬戦
争が宣言され、都市部を中心に多くのマイノ
リティが逮捕されているのである。 
 
③不法移民対策について 
アメリカには、中南米から数多くの不法移

民が流入しており、不法移民が治安上の問題



を惹起するとの懸念がしばしば表明される
ようになっている。とりわけ、2001 年の 911
テロ事件以後、米墨国境から流入する不法移
民の中にテロリストが紛れているのではな
いかとの懸念がしばしば表明され、それへの
対策が強く求められるようになっている。 
この不法移民対策についても、連邦と州や

地方政府では、しばしば異なる対応が求めら
れている。連邦政府では、主として共和党保
守派の政治家を中心に、不法移民を完全にア
メリカから追い出すことがしばしば求めら
れる。それに対し、数多くの不法移民が居住
しているテキサス州やカリフォルニア州で
は、不法移民から直接的な害を受けている
人々は不法移民に対する厳罰化が求められ
るものの、膨大に存在する不法移民をすべて
追い出すことは現実的には不可能なので、し
ばしば、不法移民に合法的な地位を与えて、
アメリカ社会に適応させるための措置が求
められることもあるのである。 
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